
一

（
法
務
委
員
会
）

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
及
び
日
本
国
と
の
平
和
条
約
に
基
づ
き
日
本
の
国
籍
を
離
脱
し
た
者
等
の
出
入

国
管
理
に
関
す
る
特
例
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
四
八
号
）
（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

本
法
律
案
は
、
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
送
還
・
収
容
の
現
状
に
鑑
み
、
退
去
強
制
手
続
を
一
層
適
切
か
つ
実
効
的
な
も
の

と
す
る
た
め
、
在
留
特
別
許
可
の
申
請
手
続
の
創
設
、
収
容
に
代
わ
る
監
理
措
置
の
創
設
、
難
民
認
定
手
続
中
の
送
還
停
止
に

関
す
る
規
定
の
見
直
し
、
本
邦
か
ら
の
退
去
を
命
ず
る
命
令
制
度
の
創
設
等
の
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
難
民
に
準
じ
て
保
護
す

べ
き
者
に
関
す
る
規
定
の
整
備
そ
の
他
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ

る
。

一
、
本
邦
へ
の
在
留
を
希
望
す
る
外
国
人
に
在
留
特
別
許
可
の
申
請
を
可
能
に
す
る
と
と
も
に
、
在
留
特
別
許
可
を
行
う
か
否

か
の
判
断
に
当
た
っ
て
考
慮
す
べ
き
事
情
を
明
示
す
る
。

二
、
退
去
強
制
手
続
に
お
け
る
収
容
に
代
わ
る
選
択
肢
と
し
て
監
理
措
置
制
度
を
創
設
し
、
当
該
外
国
人
の
逃
亡
の
お
そ
れ
の

程
度
、
収
容
に
よ
り
受
け
る
不
利
益
の
程
度
等
を
考
慮
し
て
相
当
な
場
合
に
は
、
監
理
人
に
よ
る
監
理
に
付
し
、
収
容
せ
ず

に
手
続
を
進
め
る
こ
と
と
す
る
と
と
も
に
、
収
容
す
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、
三
箇
月
ご
と
に
、
監
理
措
置
に
付
す
か
否
か
を



二

必
要
的
に
見
直
す
こ
と
と
す
る
。

三
、
仮
放
免
制
度
に
つ
い
て
、
健
康
上
の
理
由
等
に
よ
り
収
容
を
一
時
的
に
解
除
す
る
制
度
と
改
め
た
上
、
健
康
上
の
理
由
に

よ
る
仮
放
免
請
求
に
係
る
判
断
に
当
た
っ
て
は
、
そ
の
者
の
健
康
状
態
に
十
分
配
慮
す
る
こ
と
を
法
律
上
明
記
す
る
。

四
、
難
民
認
定
手
続
中
は
法
律
上
一
律
に
送
還
が
停
止
さ
れ
る
と
い
う
い
わ
ゆ
る
送
還
停
止
効
に
例
外
を
設
け
、
同
手
続
中
で

あ
っ
て
も
一
定
の
場
合
に
は
送
還
を
可
能
と
す
る
措
置
を
講
ず
る
。

五
、
他
に
送
還
す
る
手
段
が
な
い
一
定
の
場
合
に
限
り
、
そ
の
者
に
対
し
、
本
邦
か
ら
の
退
去
を
義
務
付
け
る
命
令
制
度
を
創

設
し
、
命
令
に
違
反
し
た
場
合
の
罰
則
を
整
備
す
る
。

六
、
難
民
に
準
じ
て
保
護
す
べ
き
者
を
一
層
確
実
に
保
護
す
る
た
め
の
規
定
を
整
備
す
る
。

七
、
こ
の
法
律
は
、
一
部
の
規
定
を
除
き
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日

か
ら
施
行
す
る
。

な
お
、
本
法
律
案
は
、
衆
議
院
に
お
い
て
、
難
民
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
外
国
人
に
対
し
適
切
な
配
慮
を
す
る
も
の
と
す

る
こ
と
、
法
務
大
臣
は
、
難
民
の
認
定
等
を
適
正
に
行
う
た
め
難
民
調
査
官
の
育
成
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
、
収
容
に
代

わ
る
監
理
措
置
等
に
係
る
判
断
の
適
正
等
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
こ
と
等
の
規
定
を
追
加
す
る
修
正
が
行
わ
れ
た
。


